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令和２年度事業計画書

１ 事業方針

公益財団法人北海道学校給食会は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資

し、かつ、児童生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割

を果たす学校給食法の目的及び食育基本法の理念を踏まえ、北海道教育委員会をは

じめ関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、食育の推進を支援するとともに、

安全･安心な学校給食用物資を安定的に供給するという観点に立って、各種事業を

実施する。

(1) 食育の推進を支援する事業（定款第４条第１号）

学校等で実施される食育の推進を支援するという観点に立って、次の事業を実

施する。

ア 各種研究大会の実施等

学校給食における食育指導の中心的な役割を担う栄養教諭・学校栄養職員等

及び子どもたちを対象として、食育に関する各種研究大会等を北海道教育委員

会及び北海道学校給食研究協議会等と連携を図りながら実施する。

《研究大会等の実施計画》

事 業 名 開催時期 開催地 区分 備 考

子ども給食教室 ７月下旬 札幌市 主催 共催：北海道教育委員会

後援：札幌市教育委員会、北海道

学校給食研究協議会

第63回北海道学校給食研究 ８月４日 紋別市 主 催 主催：北海道教育委員会、紋別市

大会 ( 実 行 委 員 会 ) 教育委員会、北海道学校給

食研究協議会

第52回北海道高等学校給食 ８月 札幌市 後援 主催：北海道高等学校給食研究協

研究協議会北海道大会 議会

食育推進研究協議会 未定 旭川市 共催 主催：北海道教育委員会

第43回学校給食展 10月 札幌市 後援 主催：札幌市学校給食栄養士会

北海道学校給食コンクール １月 札幌市 共催 主催：北海道教育委員会

イ 学校給食研究団体等への助成

学校給食研究団体等に対し、学校給食の充実及び食育推進のための事業経費

を助成する。

ウ 施設設備、教材等の貸出

(ｱ) 研修室及び調理室の貸出

研修会の会場等として、学校給食関係者からの利用の申込みに応じ、研修

室及び調理室、その附属設備を無償で貸し出す。

(ｲ) レプリカの貸出

食育指導に活用いただくため、魚類や野菜等の実物大レプリカを市町村教

育委員会、共同調理場及び学校に無償で貸し出す。
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※「サケ」「サンマ」「コンブ」「野菜」等のレプリカに加え、令和元年12月

から、「マダラ」「スケトウダラ」「ブリ」「マボッケ」（開き、１本物）「サ

バ」「マイワシ」の６魚種７点を貸出開始。

(ｳ) バイキング用食器具の貸出

学校給食が多様化する中、楽しく潤いのある食事環境づくりを支援するた

め、バイキング用食器具を市町村教育委員会、共同調理場及び学校に無償で

貸し出す。

(ｴ) ＤＶＤ等の貸出

学校給食従事者の研修及び児童生徒の食育指導用として、衛生管理・食育

指導に関するＤＶＤ等（ＣＤ、ビデオテープを含む）を市町村教育委員会、

共同調理場及び学校に無償で貸し出す。

(ｵ) 北海道学校給食献立システムの貸出

食品、料理及びアレルギー物質に関するデータ等を管理・活用して献立を

作成するための献立システムを共同調理場及び学校に無償で貸し出す。

エ 情報発信

公式ホームページによる学校給食に関する各種情報を発信するとともに、北

海道学校給食研究協議会と共同で、広報誌「いただきます」を年４回編集・発

行し、学校、教育委員会等へ配付する。

《広報誌「いただきます」の発行計画》

発 行 号 発行月 発行部数 配 付 先 備 考

北海道教育委員会

第２１３号 ５月 市町村教育委員会 ･当会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに

共同調理場 掲載

第２１４号 ９月 学校給食実施校

各3,000部 (独法)日本スポーツ振興センター ･当会ホールに

第２１５号 11月 全国学校給食会連合会 配架

都府県学校給食会

第２１６号 ３月 北海道パン･米飯協同組合

札幌アール･ビー･エム協同組合

札幌市学校給食麺協同組合

オ 研修会等への講師派遣

市町村教育委員会等の要請により、全道各地で開催される栄養教諭・学校栄

養職員の研修会等に専門員を派遣する。

(2) 安全･安心な学校給食用物資を安定的に供給する事業（定款第４条第２号）

常に良質で安全な物資を安定的に供給するとともに、給食の時間における食に

関する指導や給食費会計に大きな影響を生じさせないよう価格の安定に努めると

いう観点に立って、次の事業を実施する。

ア 学校給食用物資の安定供給

(ｱ) 必要量の確保・品質の確保

ａ 精米・米飯の原料となる玄米はホクレン農業協同組合連合会と、パン等
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の主原料となる小麦粉は製粉会社と、それぞれ年間契約により、必要数を

確保し安定的に供給する。

なお、天候不順等の不測の事態においても、関係者の協力を得て必要量

を確保するため最大限努力する。

ｂ 地産地消の観点に立って、北海道産100パーセントの玄米及び小麦粉を

使用することとし、当会の品質規格等に基づきその品質を確保する。

また、地元産米を希望する市町村教育委員会には、それぞれの要望に応

じて供給する。

ｃ 一般物資については、近年、天候不順や異常気象の影響等による農水産

物の収量減少や品質低下が懸念されているところであるが、道内産、国内

産を主原料とした物資の取扱いの充実に努めるとともに、配送体制を確保

して、安全で良質な物資を安定的に供給する。

また、当会に設置する物資開発委員会において、既存品のリニューアル

も含め、道産食材を最優先とし、安全で栄養素の多く含まれる食材による

品質の優れた物資の開発・選定を行う。

(ｲ) 価格の安定

ａ 年間需要見込みに基づく一括購入による物資確保により、適正かつより

廉価な物資供給に努める。

また、離島を含め道内すべて同一価格で供給する。

ｂ 学校における給食費及び市町村の給食関係予算の計画的な執行を考慮

し、取扱物資の価格を年度前及び学期ごとに事前周知する。

ｃ 精米１キログラム当たり0.43円の値引措置を行う。

また、精米(胚芽米を除く)に添付する学校給食用強化米は無償とする。

《米穀、小麦粉、一般物資の供給計画》

区 分 単位 本 年 度 前 年 度 増 減 摘 要

１米穀

①精米 ㎏ 1,263,700 1,309,400 △45,700 ・精 米 635,800

・胚芽米 379,200

・Yes!cleen米 222,200

・無洗米 26,500

②米飯 ㎏ 2,172,100 2,178,600 △6,500 ・精 米 1,973,700

・Yes!cleen米 198,400

２小麦粉

①小麦粉 ㎏ 103,500 117,600 △14,100 ・自営製パン･麺

普通粉 49,500

強力粉 54,000

②小麦粉製品

小麦粉 ㎏ 1,380,500 1,393,600 △13,100 ・委託製パン 854,400

・委託製麺 526,100

砂糖 ㎏ 49,300 50,300 △1,000

ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ ㎏ 22,900 23,800 △900

脱脂粉乳 ㎏ 23,700 24,700 △1,000

３一般物資

一般物資 万円 146,035 138,452 7,583 ・取扱品目数 559品目
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《米穀、小麦粉等の供給価格(予定)》 (単位：円)

内 訳 増 減
区 分 本年度 前年度

買入 加工賃 配送費 供給経費 価格調整 前年比

１精米(1kg) 314.000 272.690 13.430 10.860 20.450 △3.430 309.00 5.000

101.6%

２米飯(90g/1食) 66.820 28.260 37.260 0.330 0.972 △0.002 65.16 1.660

102.5%

３小麦粉(1kg) 193.000 182.000 0 0 11.000 0 197.00 △4.000

(強力粉) 98.0%

小麦粉(1kg) 160.000 149.000 0 0 11.000 0 164.00 △4.000

(普通粉) 97.6%

４パン(70g/1食) 59.570 18.152 39.740 0.330 1.344 0.004 58.64 0.930

101.6%

５脱脂粉乳(1kg) 775.000 690.000 0 20.000 65.000 0 775.00 0
100.0%

注１) 助成措置：精米 3.43円/１㎏（3円(ホクレン農業協同組合連合会)＋0.43円(当会)）＝3.43円）

注２) 米飯及びパンの配送費は、特別輸送費(0.33円～5.5円)の最少額を記載。

注３) 供給価格に消費税及び地方消費税は含まない。

イ 学校給食用物資の安全性確保

(ｱ) 衛生検査の実施

随時に取扱物資の自主細菌検査を行うとともに、必要に応じて厚生労働省

登録検査機関による検査を実施する。

また、学校、共同調理場からの依頼に応じて、食品の検査を行う。

(ｲ) 検査器具の貸出

学校及び共同調理場からの要請により、一般細菌、大腸菌群、黄色ブドウ

球菌検査のための小型ふらん器、ＡＴＰ式拭取検査器、紫外線ランプ、手洗

チェッカー等を無償で貸し出す。

(ｳ) 研修会の実施及び講師派遣

共同調理場の管理運営者等を対象に、学校給食共同調理場管理運営者研修

会を実施する。

また、市町村教育委員会等の要請により、全道各地で開催される衛生管理

講習会等に専門員を派遣する。

(ｴ) 加工委託工場実地調査及び取扱物資製造工場実地調査

当会指定加工委託工場の衛生管理状況を確認するため、市町村教育委員会

及び北海道パン･米飯協同組合、札幌アール･ビー･エム協同組合、札幌市学

校給食麺協同組合の協力を得て、専門員等による実地調査を行う。

また、新規取扱物資の製造工場等の衛生管理状況を確認するため、担当職

員による実地調査を行う。

(ｵ) 学校給食用パン品質審査会の実施

学校給食用パンの品質向上を図るため、北海道教育委員会と共催し、年２

回、当会指定加工委託工場46工場を対象に焼き上がりの状態や味、香り等の

品質審査を行い、審査結果を踏まえ、北海道製粉連絡協議会、北海道パン･

米飯協同組合、札幌アール･ビー･エム協同組合の協力を得て、加工委託工場

を対象とした技術指導を行う。

(ｶ) 加工委託工場の衛生管理事業に対する助成措置
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学校給食用パン、米飯及び麺の当会指定加工委託工場における衛生管理の

維持向上を図るため、施設･設備の衛生管理の改善に要する経費に対して助

成し、その改善状況について履行確認を行う。

２ 事業計画対象人員等
(令和２年４月１日推計)

総 数 給 食 実 施 校

区 分 完全給食 補食給食 ミルク給食 合 計 実施率
学校数 児童生徒数

学校数 児童生徒数 学校数 児童生徒 学校数 児童生徒 学校数 児童生徒数

〔公立学校〕 校 人 校 人 %

小 学 校 993 234,158 972 233,083 8 571 9 491 989 234,145 99.994

(970) (99.794)

中 学 校 566 117,928 552 117,334 4 319 6 230 562 117,883 99.961

(551) (99.818)

義務教育学校 11 801 10 788 0 0 0 0 10 788 90.909

(9) (90.000)

中等教育学校 2 711 2 711 0 0 0 0 2 711 100.000
(前期課程) (2) (100.000)

特別支援学校 71 5,950 67 5,838 0 0 1 29 68 5,867 94.366
(67) (100.000)

高 等 学 校 34 1,661 32 1,300 2 36 0 0 34 1,336 94.118

(夜間定時制) (32) (100.000)

1,635 97.496
合 計 1,677 361,209 359,054 14 926 16 750 1,665 360,730

(1,631) (99.755)

注１) 学校数は、学校基本調査(令和元年５月１日現在)の数に、平成31年４月２日から令和２年４月１日ま

での間の設置・廃止等の予定数(令和２年２月１日現在)を増減して求めた。

注２) 児童生徒数は、学校基本調査(令和元年５月１日現在)の数に、児童生徒数の減少率を乗ずるなどして

求めた。

注３) ｢完全給食｣欄の括弧内は、米飯給食実施校の数を表す。

注４) ｢実施率｣欄は給食の実施率を表し、括弧内は完全給食実施校のうち米飯給食の実施率を表す。

３ 評議員･理事及び職員数

(1) 評議員 ９人

(2) 役 員 ７人（理事長１人、常務理事１人、理事４人、監事１人）

(3) 職 員 １９人
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